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は
じ
め
に

近
世
の
材
木
生
産
は
、
領
主
の
御
用
材
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
①
領
主
の
直
営
、
②

材
木
商
人
に
よ
る
請
負
、
と
い
う
二
つ
の
形
態
に
大
別
で
き
る
。
筆
者
は
、
木
曽
林

業
を
取
り
上
げ
、
①
の
形
態
に
つ
い
て
か
つ
て
考
察
を
加
え
、
領
主
が
編
成
し
た
材

木
生
産
の
稼
業
組
織
に
、
大
径
材
の
伐
出
技
術
を
有
す
る
労
働
力
が
組
み
込
ま
れ
た

（
１
）

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
場
合
は
、
木
曽
の
地
元
に
存
在
す
る
労
働
力
を
丸
抱

え
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
領
主
に
よ
る
稼
業
組
織
の
編
成
が
可
能
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
林
業
労
働
力
の
形
態
と
、
材
木
生
産
の
実
現
の
仕

方
が
密
接
に
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ

ら
に
検
討
を
加
え
る
事
が
必
要
で
あ
り
、
材
木
商
人
に
よ
る
請
負
の
場
合
を
取
り
上

げ
、
も
う
少
し
事
例
の
分
析
の
積
み
重
ね
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

本
稿
で
は
、
甲
州
と
武
州
に
お
け
る
御
用
材
伐
出
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
材
木
商

人
請
負
の
も
と
で
の
伐
出
労
働
力
の
形
態
を
検
討
し
、
伐
出
技
術
に
留
意
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
の
労
働
力
の
編
成
の
特
徴
を
大
雑
把
に
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。

近
世
林
業
に
お
け
る
商
人
請
負
と
林
業
労
働
力

武
州
秩
父
郡
新
大
瀧
村
の
名
主
瀧
治
は
、
天
保
年
間
に
、
江
戸
の
材
木
商
人
栖
原

屋
角
兵
衛
と
組
ん
で
、
熊
野
三
山
修
復
に
公
儀
が
寄
付
す
る
御
用
材
の
伐
出
を
請
負
っ

た
。
両
者
は
、
瀧
治
の
居
村
の
大
瀧
山
の
百
姓
稼
山
を
は
じ
め
と
し
て
、
上
州
・
相

州
・
甲
州
の
百
姓
稼
山
（
百
姓
持
山
）
の
立
木
を
買
い
取
り
、
伐
出
し
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
農
民
で
あ
る
瀧
治
の
立
場
で
あ
る
が
、
「
瀧
治
儀
、
今
般
上
州
甘

楽
郡
栖
原
村
碓
氷
郡
権
田
村
、
甲
州
富
士
川
筋
山
附
村
々
、
信
州
天
龍
川
筋
山
附
村
々
、

（
２
）

駿
州
富
士
郡
山
附
村
々
、
良
材
有
之
諸
所
御
材
木
伐
出
場
所
対
談
見
届
二
罷
越
度
」
、

（
３
）

或
い
は
「
瀧
治
義
、
諸
所
御
材
木
伐
出
場
所
罷
越
各
手
配
仕
置
」
と
あ
る
よ
う
に
、

材
木
買
請
の
交
渉
や
伐
出
準
備
の
手
配
と
い
う
伐
出
稼
業
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
お
り
、

山
方
の
材
木
商
人
と
し
て
栖
原
屋
と
組
ん
で
伐
出
を
請
負
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
瀧
治
・
栖
原
屋
が
ど
の
よ
う
な
形
態
を
も
っ
て
稼
業
し
て
い
た
か
に
つ
い

て
み
て
お
こ
う
。
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
の
秩
父
大
瀧
山
の
伐
出
で
は
、
運
材
場

１
．

も

一

こ
こ
で
は
、
近
世
後
期
の
甲
州
に
お
け
る
御
用
材
伐
出
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た

脇
野

博
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所
取
締
の
請
証
文
に
、
「
人
足
日
雇
方
支
配
人
」
、
人
足
日
雇
方
「
場
所
見
廻
代
」
、

詞
材
木
川
下
ヶ
水
先
見
廻
代
」
、
御
材
木
川
下
ヶ
「
木
取
見
廻
禽
と
い
う
職
掌

が
み
ら
れ
、
作
業
の
管
理
・
監
督
の
た
め
の
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
両
者
に
よ
る
請
負
と
は
別
の
事
例
で
あ
る
が
、
安
政
七
（
一
八
六
○
）
年
に
新

大
瀧
村
の
名
主
儀
兵
衛
等
が
、
大
瀧
山
の
御
林
か
ら
御
用
材
伐
出
を
請
負
っ
た
時
は
、

（
５
）

「
会
所
詰
弐
拾
人
」
と
あ
る
よ
う
に
会
所
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
も
言
え
る

こ
と
で
あ
る
が
、
材
木
商
人
に
よ
る
御
用
材
伐
出
に
お
い
て
は
、
作
業
の
指
揮
・
管

理
・
監
督
を
す
る
た
め
の
稼
業
組
織
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
瀧
治
・
栖
原
屋
の
請
負

の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
、
両
者
は
甲
州
巨
摩
郡
芦
倉
村
の
惣
百
姓
持
山

で
あ
る
野
呂
川
山
か
ら
御
用
材
伐
出
を
請
負
う
が
、
そ
の
過
程
で
隣
接
す
る
幕
府
御

林
か
ら
の
御
用
材
伐
出
を
も
計
画
し
た
。
次
に
、
奉
行
所
・
代
官
所
へ
提
出
さ
れ
た

請
負
願
議
を
掲
げ
て
お
く
。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

伊
奈
半
左
衛
門
御
代
官
所
武
州
秩
父
郡
新
大
瀧
村
名
主
瀧
治
、
本
湊
町
栖
原
屋
角

兵
衛
紀
州
住
宅
二
付
店
支
配
人
元
兵
衛
煩
二
付
代
長
七
、
右
両
人
奉
申
上
候
、
甲

州
巨
摩
郡
芦
倉
村
惣
百
姓
持
山
字
野
呂
川
山
栂
樅
赤
松
買
請
其
段
奉
願
上
候
所
、

山
口
鉄
五
郎
様
御
役
所
江
御
達
被
成
下
置
、
依
之
瀧
治
井
下
代
杣
日
雇
人
足
共
彼

地
二
罷
在
数
日
道
造
小
屋
掛
橋
之
掛
渡
、
同
国
市
川
御
陣
屋
御
同
人
様
御
役
所
江

御
願
申
上
候
所
、
当
巳
八
月
十
七
日
右
村
御
林
井
百
姓
山
為
御
見
分
中
嶋
林
蔵
様

御
出
役
被
成
、
翌
十
八
日
名
主
長
百
姓
組
頭
百
姓
代
御
案
内
仕
、
瀧
治
井
下
代
杣

日
雇
其
外
人
足
共
立
会
見
廻
候
様
被
仰
付
、
御
林
境
見
届
御
見
分
之
上
極
印
境
目

通
立
木
江
御
打
入
境
立
相
済
、
入
山
角
取
相
始
申
候
、
引
続
御
川
触
被
成
下
置
難

有
奉
存
候
、
（
中
略
）
、
今
般
私
共
儀
右
村
方
百
姓
持
山
買
請
、
右
野
呂
川
山
御

林
続
ｊ
御
材
木
伐
出
候
二
付
、
道
橋
小
屋
々
等
も
出
来
御
通
行
も
轍
く
相
成
候
、

然
処
御
林
山
土
地
柄
故
平
日
霧
晴
候
天
気
少
く
山
癖
相
付
自
然
与
疵
木
勝
二
相
成
、

御
損
木
二
可
相
成
木
品
今
般
御
見
分
被
成
下
置
御
伐
出
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
＆
、

老
木
疵
木
志
ん
痛
志
ん
割
其
外
木
癖
相
付
候
木
品
挽
割
削
落
疵
を
去
上
々
材
富
角

取
御
蔵
納
可
仕
候
、
私
共
是
迄
年
来
御
用
木
御
伐
出
し
被
仰
付
冥
加
至
極
難
有
仕

合
骨
髄
二
徹
し
罷
在
候
間
、
損
益
を
不
顧
恐
多
御
儀
二
御
座
候
得
共
、
御
益
第
一

一
図
二
存
込
御
願
奉
申
上
候
、
右
御
材
木
伐
出
し
方
諸
入
用
諸
掛
り
等
成
丈
省
略
叩

仕
、
杣
日
雇
等
之
儀
右
御
林
最
寄
甲
州
之
内
ざ
重
々
抱
入
、
私
共
召
抱
置
候
下
代

杣
木
挽
入
足
差
加
江
、
江
戸
廻
し
方
入
用
手
薄
二
相
成
候
様
手
段
勘
弁
仕
、
御
材

木
御
仕
入
永
悉
下
直
々
相
積
別
紙
帳
面
組
立
奉
願
上
候
、
御
請
負
方
之
儀
ハ
上
州

御
荷
鉾
山
御
林
木
伐
出
御
請
仕
候
積
を
以
御
伐
出
し
被
仰
付
度
御
願
奉
申
上
候
、

右
野
呂
川
山
御
林
之
儀
ハ
御
関
納
与
申
遠
所
高
山
難
所
難
渓
難
河
を
猶
奥
深
く
入

込
御
材
木
伐
出
之
儀
二
付
容
易
之
場
所
ニ
ハ
無
御
座
候
得
共
、
先
達
テ
御
出
役
様

御
見
分
御
座
候
節
、
御
林
内
見
廻
り
木
柾
見
届
ヶ
候
処
、
諸
山
二
勝
連
稀
成
上
木

二
付
角
取
労
念
入
疵
を
去
り
角
取
候
ハ
＆
誠
二
上
々
材
二
可
相
成
与
見
込
、
右
御

材
木
御
蔵
納
仕
候
ハ
畠
誠
二
御
益
二
罷
成
候
御
儀
与
奉
存
候
、
前
書
奉
申
上
候
右

百
姓
持
山
参
伐
出
之
御
材
木
一
同
伐
添
、
当
巳
Ｊ
亥
迄
七
ケ
年
季
二
伐
出
し
江
戸

廻
し
御
蔵
納
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
＆
、
当
時
小
屋
掛
道
橋
諸
道
具
等
を
其
儘
相
用

候
得
ハ
諸
入
用
之
足
合
一
一
茂
相
成
、
且
米
塩
噌
引
取
方
甲
信
伊
奈
郡
最
寄
村
々
ぴ

ー
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こ
の
願
書
に
よ
れ
ば
、
瀧
治
と
栖
原
屋
の
両
者
は
、
野
呂
川
の
奥
深
い
場
所
に
あ

る
御
林
の
立
木
の
な
か
の
疵
木
に
目
を
付
け
、
本
来
は
伐
出
が
困
難
で
莫
大
な
経
費

を
要
す
る
場
所
で
は
あ
る
も
の
の
、
自
分
達
が
現
在
稼
業
中
の
施
設
・
労
働
力
を
利

用
す
れ
ば
安
い
経
費
で
伐
出
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
造
材
を
丁
寧
に
行
え
ば
疵
木
も

高
品
質
の
材
木
に
で
き
、
十
分
に
採
算
が
と
れ
る
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
、
御
林

の
原
木
の
払
い
下
げ
を
目
論
で
い
た
。
な
お
、
伐
出
す
る
材
木
は
長
さ
二
～
四
間
の

角
材
と
い
う
大
径
材
で
あ
恥
〉
さ
ら
に
二
月
八
日
の
願
書
に
「
山
方
ニ
お
ゐ
て
御

前
書
之
通
土
方
出
雲
守
様
御
奉
行
所
江
昨
三
日
奉
願
上

奉
申
上
候
、
以
上

巳
十
月
四
日

伊
奈
半
左
衛
門
様
御
役
所

右
同
文
言
山
口
鉄
五
郎
様
御
役
所
江
茂
御
届
申
上
置
候

諸
荷
物
引
取
候
ニ
付
諸
駄
賃
等
茂
有
之
候
二
付
、
殊
二
此
節
夫
食
申
直
之
節
二
御

座
候
所
、
御
林
伐
出
被
仰
付
候
ハ
畠
麓
村
方
始
一
統
格
別
臨
時
潤
助
ニ
相
成
、
私

共
儀
ハ
勿
論
永
御
用
相
勤
冥
加
二
相
叶
無
此
上
も
御
仁
恵
与
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、

何
卒
早
速
御
見
分
被
成
下
置
、
右
願
之
通
御
聞
済
被
成
下
置
度
奉
願
上
候
、
以
上

天
保
四
巳
年
伊
奈
半
左
衛
門
御
代
官
所

十
月
三
日

武
州
秩
父
郡
新
大
瀧
村

願
人
名
主
瀧
治

本
湊
町
栖
原
屋
角
兵
衛
紀
州
住
宅
二
付

御
奉
行
所
様
店
支
配
人
元
兵
衛
煩
二
付
代
長
七

書
之
通
土
方
出
雲
守
様
御
奉
行
所
江
昨
三
日
奉
願
上
候
二
付
、
写
を
以
御
届

右
瀧
治

材
木
出
し
候
道
・
桟
手
・
修
羅
其
外
仕
懸
ヶ
、
要
用
之
木
品
来
春
早
々
取
懸
リ
伐
取

（
８
）

候
得
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
出
し
の
際
に
桟
手
や
修
羅
な
ど
の
運
材
装
置
が
用
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
の
伐
出
に
必
要
な
労
働
力
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
杣
日
雇
等
之
儀
右
御

林
最
寄
甲
州
之
内
Ｊ
重
々
抱
入
、
私
共
召
抱
置
候
下
代
杣
木
挽
人
足
差
加
江
江
戸
廻

し
方
入
用
手
薄
二
相
成
候
様
手
段
勘
弁
仕
」
と
、
伐
出
地
周
辺
か
ら
労
働
力
を
雇
入

れ
、
さ
ら
に
既
に
稼
業
し
て
い
る
百
姓
持
山
の
伐
出
に
携
わ
っ
て
い
る
労
働
力
を
投

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
材
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
百
姓
持
山
で
の
伐
出
の
労
働
力
に
つ
い
て
み
る
と
、
地
元
の
杣
・
日
雇
（
日

用
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
次
の
天
保
五
（
一
△
一
西
）
年
三
月
七
日
の
廟
璽

（
９
）

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

（
前
略
）
去
ル
巳
年
中
甲
州
巨
摩
郡
芦
倉
村
百
姓
持
山
買
請
、
其
段
奉
申
上
御
代

官
山
口
鉄
五
郎
様
御
役
所
江
御
達
シ
被
成
下
置
、
同
御
役
所
御
出
役
御
見
分
相
済
、

御
材
木
角
取
中
二
御
座
候
処
、
今
般
右
山
元
芦
倉
村
名
主
忠
五
郎
長
百
姓
清
三
郎

両
人
出
府
仕
申
決
候
者
、
去
巳
年
田
方
違
作
二
而
国
中
米
麦
払
底
二
付
、
御
木
伐

出
方
休
山
被
仰
付
旨
郡
中
惣
代
を
以
御
支
配
御
役
所
江
願
出
シ
候
趣
二
有
之
候
、

元
来
当
村
多
年
困
窮
之
村
方
二
て
取
続
兼
候
折
柄
、
幸
ひ
御
材
木
伐
出
シ
相
成
候

儀
二
付
、
杣
日
雇
は
勿
論
駄
賃
稼
之
儀
を
以
去
巳
年
違
作
之
年
柄
を
も
相
凌
候
次

第
之
処
、
休
山
相
成
而
は
忽
当
日
之
稼
失
ひ
飢
饅
之
患
眼
前
儀
二
付
、
何
様
二
も

請
負
人
之
作
略
を
以
休
山
不
相
成
様
取
計
呉
候
様
申
之
来
候
、
（
後
略
）

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
１
１
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右
の
文
面
に
よ
れ
ば
、
休
山
に
よ
っ
て
御
材
木
伐
出
が
中
止
さ
れ
る
と
、
芦
倉
村

の
農
民
が
杣
・
日
雇
等
の
稼
ぎ
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

か
ら
伐
出
地
地
元
の
杣
・
日
雇
等
の
労
務
者
が
雇
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
野
呂
川
山
御
林
で
の
伐
出
に
つ
い
て
も
、
「
右
芦
倉
村
惣
百
姓
ハ
杣
日
雇
相
勤

（
、
）

或
ハ
米
塩
噌
持
運
び
賃
銭
等
取
候
ハ
員
、
格
別
之
潤
助
」
と
あ
る
よ
う
に
、
芦
倉
村

の
百
姓
が
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
甲
州
野
呂
川
山
か
ら
の
御
用
材
伐
出
に
必
要
な
労
働
力
の
調
達

は
、
請
負
人
の
瀧
治
・
栖
原
屋
が
伐
出
地
域
の
林
業
労
務
者
を
雇
う
と
い
う
形
態
で

実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
形
態
を
可
能
に
し
た
条
件
は
何
で
あ
っ

た
か
を
、
こ
の
地
域
の
林
業
労
務
者
に
即
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
芦
倉
村
の
史
料
が
手
元
に
な
い
為
に
、
野
呂
川
下
流
の
早
川
入
一
八

ヶ
村
と
呼
ば
れ
る
近
隣
村
落
の
労
務
者
を
と
り
あ
げ
る
。
ま
ず
、
次
に
掲
げ
る
天
保

一
三
一
八
一
三
）
年
三
月
の
杣
木
挽
職
分
趣
に
よ
れ
ば
、
右
の
早
川
入
の
村
々
に
は
、

杣
木
挽
仲
間
が
存
在
し
、
合
計
一
六
九
人
の
杣
・
木
挽
が
い
た
。

杣
木
挽
職
分
定
之
事

①
一
、
御
公
儀
様
御
法
度
筋
博
突
賭
之
勝
負
等
不
仕
様
、
皆
相
慎
ミ
可
申
候
事

②
一
、
御
年
貢
御
上
納
為
手
当
、
百
姓
作
間
稼
二
他
所
他
国
江
罷
出
渡
世
仕
候
節

も
、
他
人
江
対
し
不
作
法
重
数
之
儀
無
之
様
可
仕
事

③
一
、
職
分
之
儀
は
定
式
も
有
之
候
得
共
、
セ
リ
合
候
様
成
儀
無
之
様
二
可
仕
、

万
一
他
組
之
者
セ
リ
合
候
成
儀
も
御
座
候
ハ
、
主
筋
之
行
用
江
相
断
可
及
評

議
事

④
一
、
師
匠
も
不
取
右
渡
世
仕
候
も
の
御
座
候
へ
ぱ
、
仲
間
目
通
り
一
一
而
は
稼
為

致
申
間
敷
事

⑤
一
、
角
取
厘
代
挽
通
り
等
之
儀
も
、
先
年
よ
り
狽
二
相
成
候
へ
ば
、
以
来
先
年

定
り
之
通
り
安
直
段
二
而
稼
い
た
し
候
も
の
御
座
候
ハ
、
見
付
次
第
道
具
預

り
置
、
其
筋
之
行
用
江
相
断
、
仲
間
之
可
及
評
議
二
事

⑥
一
、
弟
子
取
之
義
年
季
三
ヶ
年
二
相
定
メ
、
取
分
一
通
り
道
具
相
渡
し
可
申
候
、

尤
頼
弟
子
相
願
候
ハ
、
壱
ヶ
年
二
甲
弐
分
宛
、
三
ヶ
年
二
壱
両
弐
分
納
金
可

為
致
候
、
然
処
道
具
之
義
は
壱
品
成
共
相
譲
申
間
敷
事

⑦
一
、
稼
賃
銀
之
義
無
筋
二
被
差
滞
候
様
成
義
も
御
座
候
ハ
、
其
筋
之
行
用
江
相

達
、
仲
間
之
評
議
可
請
事
、
惣
じ
而
御
公
辺
一
一
も
相
成
候
成
義
は
惣
連
中
評

議
之
上
可
及
御
出
訴
二
候
之
事

⑧
一
、
早
川
入
拾
八
ヶ
村
杣
木
挽
職
分
之
者
一
統
禁
方
相
定
候
て
、
早
川
入
村
々

之
義
は
谷
間
覆
掛
り
薄
地
之
場
所
二
御
座
候
へ
は
、
御
年
貢
御
上
納
は
勿
論
、

夫
喰
為
買
入
と
百
姓
作
間
に
は
右
稼
之
者
多
分
御
座
候
へ
は
、
他
人
江
対
し

不
作
法
か
さ
っ
不
埒
之
も
の
御
座
候
而
は
行
々
渡
世
之
障
り
も
相
成
候

⑨
一
、
口
取
究
メ
候
へ
は
早
川
入
拾
八
ヶ
村
職
分
前
書
之
連
名
帳
江
も
不
相
載
、

右
職
稼
い
た
し
候
者
御
座
候
得
（
見
付
次
第
差
押
へ
、
道
具
相
預
り
其
筋
之

行
用
江
相
断
、
右
職
分
為
致
申
間
敷
事

右
職
分
為
堅
固
之
年
々
正
月
五
日
一
一
太
子
講
日
待
い
た
し
最
寄
ヲ
以
組
合
相

定
行
用
相
立
、
旧
例
は
勿
論
、
年
内
之
取
究
メ
仕
連
印
定
メ
書
之
義
は
最
寄

組
合
行
用
之
も
の
相
預
り
可
申
候
事

天
保
二
年
卯
三
月
五
日

いみ一三 ・ ‐‐
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こ
の
職
分
定
の
内
容
を
み
る
と
、
②
条
・
⑧
条
か
ら
は
、
杣
・
木
挽
は
農
間
稼
ぎ

で
あ
る
と
さ
れ
、
彼
等
が
半
農
半
職
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
他
国
へ
出
稼
ぎ
も
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
④
条
・
⑤
条
・
⑥
条
・
⑨
条
か
ら
は
、
徒
弟
制
度
が
存
在

し
た
こ
と
、
ま
た
道
具
は
本
人
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
よ
う
に
、

彼
等
が
徒
弟
制
度
を
持
ち
、
自
ら
の
道
具
を
所
持
し
、
そ
し
て
同
業
仲
間
を
結
成
し

て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
杣
・
木
挽
は
農
業
を
営
ん
で
は
い
た
も
の
の
、
「
角

取
厘
代
挽
通
り
」
と
い
う
専
門
の
技
術
を
持
つ
職
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

京
ヶ
島
村
弐
人
惣
代
権
右
衛
門
草
塩
村
弐
人
惣
代
忠
兵
衛

早
川
村
拾
四
人
惣
代
源
蔵
大
原
野
村
五
人
惣
代
庄
蔵

西
之
宮
村
八
人
惣
代
四
良
右
衛
門
黒
桂
村
弐
人
惣
代
茂
兵
衛

保
村
拾
弐
人
惣
代
繁
蔵
雨
畑
村
四
拾
四
人
惣
代
喜
八
・
作
右
衛
門

大
島
村
壱
人
惣
代
善
蔵

右
之
趣
御
被
見
之
上
村
御
連
中
様
江
茂
得
卜
為
読
聞
御
順
行
可
被
下
候
様
奉

願
上
候

千
須
和
村
拾
弐
人
惣
代
玉
之
丞
薬
袋
村
六
人
惣
代

塩
之
上
村
拾
四
人
惣
代
民
蔵
古
屋
村
八
人
惣
代 早

川
入
拾
八
ヶ
村

杣
木
挽
仲
間
中

高
住
村
五
人
惣
代
茂
兵
衛
赤
沢
村
六
人
惣
代
与
右
衛
門

小
縄
村
七
人
惣
代
弥
七
初
鹿
島
村
五
人
惣
代
徳
之
丞

榑
坪
村
七
人
惣
代
彦
右
衛
門
笹
走
村
九
人
惣
代
重
良
右
衛
門

千
須
和
村
拾
弐
人
惣
代
玉
之
丞
薬
袋
村
六
人
惣
代
市
右
衛
門

善
蔵

次
に
、
明
和
九
（
一
七
七
二
）
年
、
江
戸
の
材
木
商
人
尾
張
太
忠
が
御
用
材
伐
出

を
請
負
っ
た
時
に
、
小
谷
下
げ
・
川
下
げ
を
請
負
っ
た
日
雇
頭
の
請
負
証
期
か
ら
、

日
雇
の
存
在
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
証
文
で
は
、
赤
沢
村
の
名
主
が
、
日
雇
頭
政

之
丞
の
請
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
之
丞
は
赤
沢
村
の
者
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
域
に
は
御
用
材
の
運
材
を
行
う
日
雇
頭
及
び
日
雇
が

存
在
し
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

請
負
申
日
雇
組
証
文
之
事

一
、
此
度
甲
州
八
代
郡
湯
之
奥
村
百
姓
持
林
並
最
寄
持
林
よ
り
御
用
木
伐
出
し
尾

張
太
忠
殿
御
請
負
被
仰
付
、
最
寄
持
林
之
内
、
当
赤
沢
伐
出
之
儀
貴
殿
下
請
負

被
成
候
二
付
、
此
政
之
丞
と
申
者
慥
成
者
二
御
座
候
故
、
私
請
人
二
相
立
、
弐

拾
五
人
組
二
而
一
組
御
請
負
申
、
則
為
御
普
請
金
拾
両
唯
今
御
借
し
被
下
、
慥

二
請
取
申
候
所
実
正
に
御
座
候

御
山
内
江
入
込
小
遣
ひ
金
等
は
頭
一
判
二
而
御
借
可
被
下
候
、
燃
ル
上
は
請
方

上
手
日
雇
相
撲
御
差
図
之
日
限
二
無
相
違
召
連
し
山
入
仕
、
不
限
昼
夜
御
奉
公

急
度
為
相
勤
可
申
候
、
若
組
内
二
不
入
御
意
候
者
有
之
候
ハ
、
何
人
二
而
も
早

速
雇
入
替
為
相
勤
可
申
候
、
勿
論
老
人
子
供
決
而
雇
入
仕
間
敷
候

（
中
略
）

右
之
通
り
御
請
負
仕
候
上
は
、
如
何
様
之
儀
御
座
候
共
、
組
之
申
合
徒
党
ヶ
間

敷
儀
一
切
仕
間
敷
候
而
、
御
差
図
次
第
無
違
背
急
度
相
勤
可
申
候
、
猶
又
御
勘

定
之
節
借
返
金
有
之
候
ハ
、
請
人
方
よ
り
返
済
可
仕
候
、
此
政
之
丞
一
統
二
付
、

何
方
よ
り
茂
珈
構
出
入
無
之
候
、
万
一
如
何
様
之
六
ヶ
敷
申
懸
ヶ
候
者
有
之
候

｜
’
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以
上
の
よ
う
に
、
野
呂
川
・
早
川
流
域
の
村
々
に
は
、
大
径
材
で
あ
る
御
用
材
を

伐
出
す
る
技
術
を
有
す
る
労
務
者
が
存
在
し
て
お
り
、
伐
出
を
請
負
っ
た
材
木
商
人

達
は
彼
等
を
雇
入
れ
る
、
即
ち
現
地
で
林
業
労
働
力
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
瀧
治
・
栖
原
屋
が
困
難
と
さ
れ
る
御
林
か
ら
の
御
用
材
伐
出
の
計
画
を
た

て
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
、
地
元
の
労
働
力
を
用
い
る
こ
と
で
伐
出
費
用
を
低
コ

ス
ト
に
押
え
ら
れ
る
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
大
径
材
伐
出
技
術
を
有

す
る
労
働
力
が
地
元
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
彼
等
の
計
画
の
大
前
提
と

し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一

次
に
、
甲
州
と
は
対
照
的
な
事
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
対
象
地
域
は
、
武
州

秩
父
郡
に
あ
る
幕
府
の
大
瀧
・
中
津
川
御
林
地
域
で
あ
り
、
先
述
し
た
瀧
治
の
居
村

も
こ
こ
に
位
置
し
て
い
る
。
な
お
当
該
地
域
で
の
材
木
生
産
に
つ
い
て
は
、
貝
塚
和

共
、
請
人
何
方
迄
茂
罷
出
急
度
埒
明
、
貴
殿
江
対
し
少
も
御
苦
労
相
懸
ケ
申
間

敷
候
、
為
後
証
日
雇
請
状
、
価
如
件

明
和
九
年
辰
十
月

頭
政
之
丞

飯
富
村
忠
右
衛
門
殿

前
書
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

辰
十
月

赤
沢
村
名
主

右
日
雇
政
之
丞
組
証
文
取
之
候
、
依
而
本
紙
差
出
置
申
候
、
以
上

辰
十
月

飯
富
村
忠
右
衛
門１

口

実
氏
の
詳
細
な
研
蕊
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
伐
出
労
働
力
に
し
ぼ
っ
て
検
討
を
加

え
た
い
。

嘉
永
三
（
一
八
五
○
）
年
、
前
出
の
材
木
商
人
栖
原
屋
角
兵
衛
が
請
負
っ
た
百
姓

稼
山
に
お
け
る
御
用
材
伐
出
で
は
、
雇
入
れ
た
杣
・
日
用
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
伐

木
場
所
の
境
界
を
越
え
て
伐
木
し
た
為
に
、
御
林
守
で
あ
る
村
方
と
争
論
に
な
っ
た
。

済
口
証
文
に
よ
れ
ば
、
越
境
し
て
伐
木
し
た
原
因
は
「
杣
日
雇
人
足
共
本
騨
荊
騨
其

外
遠
国
沙
土
地
不
案
内
之
者
共
二
而
伐
木
致
臓
」
で
あ
り
、
禁
伐
区
域
で
あ
る
御
林

内
へ
の
伐
り
込
み
を
、
御
林
守
の
村
方
と
し
て
は
も
っ
と
も
危
倶
し
て
い
た
為
に
争

論
に
な
っ
た
。

右
の
よ
う
に
、
百
姓
の
林
野
利
用
の
為
に
御
林
内
に
特
別
に
設
け
ら
れ
た
百
姓
稼

山
で
の
御
用
材
伐
出
で
は
、
他
所
の
杣
・
日
用
が
地
理
不
案
内
ゆ
え
に
、
禁
伐
区
域

で
あ
る
御
林
内
の
立
木
を
も
伐
る
危
険
性
は
常
に
あ
っ
た
と
み
え
、
次
の
よ
う
に
村

方
と
請
負
人
と
の
間
で
の
争
論
や
交
渉
は
絶
え
な
か
っ
た
。
寛
政
三
（
一
七
九
二

年
の
伐
出
で
は
、
請
負
人
が
「
他
国
杣
日
雇
大
勢
召
抱
、
御
林
内
稼
山
二
被
下
置
候

場
所
に
而
根
伐
角
採
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
御
林
守
の
百
姓
達
が
「
御
林
内
江

手
入
之
儀
茂
難
計
後
難
奉
恐
入
候
」
為
に
、
手
遅
れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
請
負
人
を

（
胴
）

取
調
て
欲
し
い
旨
を
御
役
所
へ
願
い
出
て
い
る
。
ま
た
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年

の
伐
出
で
は
、
「
御
林
山
境
界
有
之
場
所
伐
木
い
た
し
候
処
、
右
職
人
共
者
遠
国
Ｊ

多
人
数
入
込
境
界
不
相
弁
候
趣
、
右
善
右
衛
門
殿
代
助
次
郎
殿
申
談
有
之
」
為
に
、

予
防
策
と
し
て
「
境
界
外
売
木
之
内
壱
本
通
村
方
人
足
之
内
相
弁
候
者
相
撰
伐
取
、

（
Ⅳ
）

右
伐
株
江
目
印
書
付
」
る
こ
と
を
、
議
定
書
で
取
り
極
め
て
い
る
。

右
の
こ
と
か
ら
、
御
用
材
伐
出
の
労
働
力
に
は
、
他
所
の
杣
・
日
用
が
含
ま
れ
て

‐ ー
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右
の
史
料
は
、
出
稼
ぎ
日
用
の
姿
を
知
る
上
で
も
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
「
帰
国

仕
度
」
即
ち
他
所
の
日
用
が
三
百
人
余
も
い
た
。

天
保
一
五
（
一
八
四
四
）
年
、
古
大
瀧
村
の
民
弥
等
は
御
用
材
伐
出
を
計
画
し
、

（
幻
）

願
書
の
中
で
伐
出
労
働
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
今
少
し
彼
等
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
百
姓
稼

山
の
立
木
を
材
木
商
人
に
御
用
木
と
し
て
売
り
渡
す
際
の
証
文
に
は
、
「
御
伐
出
中
、

杣
日
雇
諸
職
人
御
雇
入
之
義
者
、
何
国
成
与
も
弁
利
宜
敷
様
御
勝
手
次
第
二
御
雇
入

（
旧
）

可
被
成
候
」
と
い
っ
た
類
い
の
文
言
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
、
安
永
七
（
一
七
七

八
）
年
の
伐
出
で
は
、
木
曽
の
日
雇
頭
九
郎
右
衛
門
が
日
用
組
を
も
っ
て
運
材
を
請

（
旧
）

負
っ
た
事
実
を
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
の
運
材
で
は
、
多
く
の
日
用
が
他
所

か
ら
出
稼
ぎ
に
来
て
い
た
こ
と
を
、
次
の
史
料
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
影

武
州
秩
父
郡
大
瀧
山
字
大
洞
谷
百
姓
稼
山

中
津
川
山
之
儀
ハ
、
三
月
晦
日
江
川
着
木
仕
、
御
材
木
無
残
江
戸
入
津
為
仕
候
得

共
、
未
日
雇
人
足
三
百
人
余
勘
定
金
相
渡
し
不
申
候
故
、
日
々
徒
二
為
遊
置
候
二

付
賃
銀
井
木
銭
米
代
日
々
失
墜
仕
、
其
上
私
共
儀
ハ
日
用
共
頭
役
二
御
座
候
得
ハ
、

賃
銀
受
取
帰
国
仕
度
旨
頻
り
一
一
催
促
仕
候
、
尤
日
用
共
之
儀
茂
面
々
百
姓
之
儀
一
一

御
座
候
ハ
、
当
時
麦
収
納
仕
付
時
二
而
空
敷
滞
留
仕
候
儀
難
儀
奉
存
候

一
、
檜
槻
栂
樅
赤
松
栗
杉

乍
恐
以
書
付
奉
願
候

古
大
瀧
村

’

御
伐
出
願
願
人
名
主
民
弥

（
中
略
）

右
口
々
御
伐
出
方
奉
願
上
、
御
伐
木
者
諸
木
寸
間
栂
柾
桂
井
檜
杉
黒
部
姫
小
松
板

と
も
此
又
寸
尺
奉
書
上
、
角
物
板
共
両
様
御
仕
入
御
代
永
共
別
帳
を
以
当
九
月
中

乍
恐
御
用
御
出
役
先
江
奉
願
上
儀
二
御
座
候

且
三
峰
山
観
音
院
檜
献
木
仕
候
二
付
、
右
御
用
材
根
伐
角
取
山
出
川
下
筏
組
江
戸

廻
猿
江
御
倉
納
迄
御
日
積
御
請
負
私
共
一
式
被
仰
付
、
右
者
御
日
限
無
遅
滞
先

月
中
首
尾
能
御
倉
納
仕
、
誠
二
無
此
上
茂
難
有
御
義
二
奉
存
候
、
然
所
右
伐
出
中

抱
置
候
諸
人
足
共
之
義
ハ
飛
騨
国
高
山
辺
信
州
木
曽
路
或
者
武
州
青
梅
筋
其
外
所
々

Ｊ
雇
入
候
義
二
付
此
節
夫
々
帰
国
可
仕
趣
、
然
二
先
般
御
願
奉
申
上
置
候
口
々
格

別
之
以
御
慈
悲
願
之
通
り
御
用
被
為
仰
付
被
下
置
候
御
義
二
御
座
候
得
者
、
誠
一
一

冥
加
至
極
重
々
難
有
御
義
二
奉
存
、
価
而
者
前
段
諸
人
足
と
も
其
儘
直
々
入
山
仕

度
、
左
候
得
ハ
捗
取
方
弁
利
格
別
宜
敷
可
相
成
御
儀
二
候
ハ
畠

乍
恐
御
賢
慮
被
成
下
置
御
憐
慰
を
以
此
段
御
下
知
蒙
仰
候
様
、
偏
二
御
慈
悲
之
御

沙
汰
奉
願
上
候
、
以
上

天
保
十
五
辰
年
十
一
月

御
勘
定
御
吟
味
方
御
下
役
内
田
惣
助
様

御
普
請
御
役
川
嶋
小
七
郎
様

右
民
弥
⑳

弥
右
衛
門
代
兼

右
大
助
⑳

。（ 、＝
ー一 一一
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民
弥
等
は
先
月
終
了
し
た
三
峰
山
観
音
院
献
木
の
伐
出
で
飛
騨
や
木
曽
等
か
ら
雇

入
れ
た
諸
人
足
Ⅱ
杣
・
日
用
を
帰
国
さ
せ
ず
、
「
其
儘
直
々
入
山
」
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
捗
取
方
弁
利
格
別
宜
敷
」
つ
ま
り
百
姓
稼
山
で
の
御
用
材
伐
出
を
無
駄

な
く
行
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
伐
出
に
お
い
て
は
他
所

の
杣
・
日
用
を
必
要
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
立
場
に
、
民
弥
等
が
置
か
れ
て

い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
伐
出
コ
ス
ト
の
低
減
と
い
う
理
由
は
同
じ
に
し
ろ
、

先
に
述
べ
た
甲
州
で
の
瀧
治
と
栖
原
屋
の
労
働
力
調
達
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
御
用
材
伐
出
に
お
い
て
は
、
他
所
の
労
働
力
が

積
極
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
他
所
の
労
働
力

を
雇
入
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

御
用
材
伐
出
に
お
い
て
は
、
「
御
用
材
、
根
伐
・
角
取
・
山
出
・
川
下
・
筏
組
、

江
戸
趣
」
、
つ
ま
り
山
で
伐
木
（
根
伐
）
・
造
材
（
角
取
）
し
た
材
木
を
山
か
ら
水

流
の
在
る
場
所
ま
で
運
び
下
ろ
し
、
水
流
を
利
用
し
て
流
し
、
筏
を
組
め
る
所
か
ら

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
御
用
材
伐
出
に
お
い
て
は
、
他
所
の
労
働
力
が

積
極
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
他
所
の
労
働
力

を
雇
入
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

御
用
材
伐
出
に
お
い
て
は
、
「
御
用
材
、
根
伐
・
角
取
・
山
出
・
川
下
・
筏
組
、

江
戸
趣
」
、
つ
ま
り
山
で
伐
木
（
根
伐
）
・
造
材
（
角
取
）
し
た
材
木
を
山
か
ら
水

流
の
在
る
場
所
ま
で
運
び
下
ろ
し
、
水
流
を
利
用
し
て
流
し
、
筏
を
組
め
る
所
か
ら

は
筏
で
江
戸
ま
で
流
送
す
る
と
い
う
工
程
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
御
用
材
造
材
に
お

け
る
「
角
取
」
は
丸
太
か
ら
角
材
を
造
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
文
化
二
（
一
八
一

四
）
年
の
古
大
瀧
村
明
細
帳
の
御
林
の
項
に
は
、
新
大
瀧
村
名
主
瀧
治
等
が
「
御
請

負
仕
御
材
木
伐
出
候
二
付
、
格
別
之
大
木
無
御
座
億
」
、
或
は
弘
化
三
（
一
八
四
六
）

年
の
御
林
日
記
に
は
「
檜
大
材
之
分
不
残
買
請
」
、
「
神
塚
森
檜
大
材
井
大
久
保
妙

（
別
）

見
之
森
檜
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
御
用
材
は
先
述
の
甲
州
と
同
様
に
大
径

（
妬
）

材
（
具
体
的
に
は
長
尺
の
角
物
が
中
心
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
角
取
」
と
呼
ば
れ
た

造
材
方
法
は
、
木
曽
・
飛
騨
等
の
例
は
も
と
よ
り
一
般
的
に
は
斧
を
用
い
て
原
木
を

削
っ
て
造
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
「
さ
で
」
（
桟
手
）
の
敷
設
や
削
岩
で
運
材
路
を
造
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

通
路
も
な
い
急
峻
な
山
か
ら
材
木
を
運
び
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
立
木
を

御
用
材
に
売
り
渡
す
際
の
売
渡
証
文
に
は
、
「
右
稼
山
之
内
二
而
小
屋
木
・
桟
手
木
・

修
羅
木
其
外
入
用
之
木
品
井
堰
用
土
砂
等
是
又
御
勝
手
次
第
御
伐
取
御
遣
ひ
可
被
成

（
”
）

候
事
」
と
い
う
類
い
の
文
言
を
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
桟
手
や

修
羅
と
は
、
材
木
を
滑
走
さ
せ
る
た
め
の
運
材
装
置
（
木
を
組
ん
で
造
る
）
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
運
材
装
置
を
用
い
る
こ
と
が
御
用
材
運
材
の
一
般
的
方
法
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
御
用
材
伐
出
の
方
法
は
大
径
材
造
材
と
運
材
装
置
を
用
い
た
運

（
犯
）

材
と
い
う
、
ど
ち
ら
も
熟
練
を
要
す
る
技
術
を
核
に
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

よ
う
な
御
用
材
伐
出
を
担
え
る
労
働
力
が
、
当
該
地
域
に
存
在
し
た
の
か
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

御
林
地
域
に
居
住
す
る
百
姓
も
材
木
生
産
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
工
程
は
「
深
山

江
罷
越
小
屋
掛
仕
御
免
許
之
挽
板
小
割
物
杯
山
取
仕
、
女
子
童
部
者
右
稼
出
し
候
板

（
鯛
）

杯
同
郡
贄
川
村
辺
之
筏
場
迄
道
法
四
里
余
之
所
せ
お
い
出
」
す
、
つ
ま
り
山
中
で
伐

木
・
造
材
（
山
取
）
し
た
挽
板
・
小
割
物
を
、
山
中
か
ら
筏
場
ま
で
背
負
い
出
す
と

運
材
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
宝
歴
二
（
一
七
六
一
）
年
の
伐
出
の
願
書

（
妬
）

に
は
、
次
の
よ
う
に
運
材
の
方
法
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

岩
山
続
殊
外
嶮
岨
二
而
当
時
通
路
無
御
座
候
、
売
木
伐
出
之
節
山
士
共
入
込
、
岩

根
谷
間
者
さ
で
と
申
を
仕
掛
其
外
岩
角
切
り
崩
シ
栫
候
得
者
、
通
路
茂
総
成
申
候
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右
の
文
中
に
は
、
「
斧
」
・
「
鉄
」
・
「
前
引
」
と
い
う
道
具
が
で
て
く
る
が
、

斧
・
鉄
は
伐
木
に
、
前
引
（
鋸
）
は
木
挽
に
使
用
し
て
い
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
木
挽
に
よ
る
造
材
は
、
斧
を
用
い
る
御
用
材
の
「
角
取
」
と
は
異
な
る

方
法
で
あ
っ
た
。

運
材
に
つ
い
て
み
る
と
、
享
保
一
七
（
一
七
一
三
）
年
の
一
棚
に
は
背
負
出
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
右
の
挽
板
・
小
割
物
は
、
．
、
木
挽
之
儀
者
余
程
御
座
候

得
共
、
山
取
木
挽
二
而
御
座
候
得
者
大
割
杯
ハ
不
仕
、
殊
二
能
細
工
ハ
不
罷
成
痴
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
挽
に
よ
る
小
径
材
造
材
で
あ
り
、
し
か
も
木
挽
を
行
う
者
の

加
工
技
術
も
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
享
保

（
訓
）

一
八
（
一
七
三
三
）
年
の
百
姓
稼
山
争
論
の
訴
状
の
一
節
か
ら
、
伐
木
・
造
材
に
使

わ
れ
た
道
具
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

候 殊
二
村
方
二
而
稼
二
仕
候
ハ
さ
わ
ら
栂
樅
斗
之
義
二
而
、
是
と
て
茂
背
負
出
勝
手

宜
敷
所
斗
稼
キ
、
山
入
難
所
之
持
出
難
成
候
所
二
中
々
難
及
候
所
木
数
立
込
御
座

一
、
新
大
瀧
村
之
内
塩
沢
は
ま
平
瀧
沢
村
者
三
組
之
者
共
入
坪
、
大
な
め
沢
と
申

山
二
而
百
姓
六
人
稼
仕
候
所
一
一
、
中
津
川
百
姓
大
勢
稼
小
屋
へ
押
込
、
斧
鉄
前

（
マ
マ
）

引
井
板
飯
米
杯
迄
無
体
二
ぱ
ひ
取
、
以
之
外
狼
籍
仕
候
、
拙
者
共
道
具
渡
間
敷

と
申
候
へ
共
、
鉄
砲
打
か
け
或
ハ
木
刀
刃
物
を
以
数
々
ニ
打
ち
や
く
仕
候

Ｌ

ｌ

Ｉ

右

の

文

中

の

「

背

負

出

勝

手

宜

敷

所

斗

稼

キ

」

と

い

う

箇

所

は

、

背

負

出

が

次

の

よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。
「
稼
山
立
木
之
中
貫
目
重
キ

（
鍋
）

木
品
又
者
嶮
岨
難
場
二
而
背
負
出
茂
不
相
成
者
材
木
一
一
売
渡
」
、
或
い
は
「
稼
山
之

（
狐
）

内
嶮
岨
岩
高
一
一
而
挽
板
等
仕
出
候
而
茂
容
易
背
負
出
不
相
成
場
所
ハ
立
木
売
渡
」
と

あ
る
よ
う
に
、
重
量
が
あ
る
も
の
や
足
場
が
悪
い
場
所
で
は
、
背
負
出
は
不
可
能
で

（
妬
）

あ
っ
た
。
次
の
史
料
は
、
そ
の
不
可
能
で
あ
っ
た
理
由
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
文
化
二
（
一
八
一
四
）
年
に
古
大
瀧
村
の
市
郎
兵
衛
等
が
代
官
所
に

出
し
た
槻
の
挽
板
・
小
割
物
稼
ぎ
願
書
の
一
部
で
あ
る
。
市
郎
兵
衛
等
は
、
村
方
助

成
の
為
に
槻
を
「
挽
板
小
割
物
」
に
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
が
、
村
の
百
姓
が
背
負

（
弱
）

出
せ
る
よ
う
に
す
る
為
に
は
、
挽
板
・
小
割
物
を
「
壱
人
持
」
の
大
き
さ
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
持
出
方
二
付
他
国
之
人
夫
不
相
懸
」
と

此
度
前
書
之
通
、
材
木
伐
出
跡
残
槻
木
外
二
拾
本
古
大
瀧
村
市
郎
兵
衛
江
拾
ケ
年

季
完
渡
、
挽
板
小
割
物
二
仕
出
候
得
者
、
村
方
之
者
共
木
挽
稼
、
又
者
男
女
共
挽

板
小
割
物
等
背
負
出
日
々
賃
銭
取
之
助
成
之
儀
二
御
座
候
、
且
右
林
木
伐
出
跡
残

槻
木
之
訳
者
、
中
津
川
山
之
儀
当
国
無
双
之
嶮
岨
難
場
二
而
、
上
州
甘
楽
郡
万
場

村
兵
馬
与
申
者
右
山
立
木
一
円
二
買
請
候
得
共
、
嶮
岨
又
者
格
別
人
夫
相
掛
仕
当

二
不
引
合
、
難
場
之
分
又
者
悪
木
之
分
拾
置
候
を
、
此
度
壱
人
持
之
挽
板
又
者
小

割
物
二
仕
、
道
法
八
里
余
背
負
出
候
儀
二
而
、
格
別
人
夫
相
懸
仕
当
二
者
合
兼
候

得
共
、
持
出
方
二
付
他
国
之
人
夫
不
相
懸
、
村
方
男
女
相
懸
候
得
者
所
之
潤
ひ
二

相
成
困
窮
相
凌
候
而
巳
二
御
座
候

■
■
■
■
Ｉ
■
可
１
１
‐
■
１
１
Ｖ
Ｉ
、
１
１
口
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
０
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１

１

１

１
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述
べ
て
い
る
。
背
負
出
と
は
、
人
間
一
人
が
背
負
っ
て
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
材
木
の

み
し
か
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
運
材
方
法
で
あ
り
、
熟
練
し
た
日
用
が
運
材

装
置
を
用
い
て
運
材
路
を
設
け
て
行
う
御
用
材
の
運
材
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ

甲
州
と
武
州
の
二
つ
の
山
間
地
域
か
ら
の
御
用
材
伐
出
の
事
例
を
検
討
し
た
結
果
、

材
木
商
人
は
稼
業
組
織
を
組
織
し
、
そ
こ
に
杣
・
日
用
と
い
う
林
業
労
働
力
を
組
み

込
む
と
い
う
形
態
で
御
用
材
を
伐
出
し
て
お
り
、
そ
の
際
材
木
商
人
は
伐
出
地
域
の

林
業
労
働
力
の
実
情
に
即
し
て
労
働
力
を
編
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
材
木
商
人
が
伐
出
地
域
の
労
働
力
の
有
す
る
伐
出
技
術
の
条
件

に
応
じ
て
、
「
自
由
」
に
労
働
力
を
編
成
し
え
た
の
は
、
杣
・
日
用
が
御
用
材
Ⅱ
大

径
材
の
伐
出
技
術
を
有
す
る
「
自
立
的
」
な
労
働
力
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
職
人
と

し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
材
木
商
人
は
杣
・

日
用
を
稼
業
組
織
に
組
み
込
む
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
材
木
商
人
は
特
定
の
林
業
労
働
力
を
抱
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
材
木
商
人
が
ど
の
様
な
状
況
に
お
か
れ
て
も
労
働
力
を
確
保
で
き
た
と

い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
れ
ら
の
労
働
力
と
恒
常
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
大
径
材
を
伐
出
で
き
る
労
働
力
が
広
範
に
存

在
す
る
と
は
考
え
に
く
く
、
そ
れ
ゆ
え
御
用
材
伐
出
を
請
負
う
材
木
商
人
が
、
地
元

で
労
働
力
を
調
達
す
る
こ
と
は
、
究
め
て
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

て
い
た
・

お
わ
り
に

１
１
１

と
を
逆
に
想
起
さ
せ
る
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
商
人
資
本
と
し
て
の
特
徴
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
稼
業
組
織
の
内
部
構
造
と

深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
４
）

（
３
）

（
５
）

（
６
）

（
２
）

へ

7
ー

（
１
）

拙
稿
「
材
木
生
産
に
お
け
る
稼
業
組
織
と
労
働
力
編
成
ｌ
近
世
木
曽
林
業

を
素
材
に
ｌ
」
（
『
秋
田
高
専
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
一
九
九
○
年
二
月
）
。

天
保
三
年
六
月
二
日
「
乍
恐
以
書
付
御
届
ヶ
奉
申
上
候
」
（
天
保
二
～

五
年
「
吉
田
家
先
祖
吉
田
瀧
治
御
用
留
」
に
収
録
）
・
右
の
御
用
留
脚
、
国

有
林
下
戻
請
求
の
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
御
用
材
伐
出
に
関
係
す
る
諸

書
類
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
当
御
用
留
を
以
下
、
「
瀧
治
御
用
留
」

と
称
す
。
ま
た
、
「
瀧
治
御
用
留
」
は
『
大
瀧
村
誌
』
資
料
編
六
（
以
下
『
村

誌
』
六
と
い
う
ご
と
く
注
記
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

天
保
二
年
一
○
月
二
四
日
「
乍
恐
以
書
付
御
届
ヶ
奉
申
上
候
」
（
「
瀧
治
御

用
留
」
、
『
村
誌
』
六
）
。

天
保
二
年
二
月
「
差
上
申
御
請
証
文
之
事
」
（
「
瀧
治
御
用
留
」
、
『
村

誌
』
六
）
。

安
政
七
年
三
月
「
御
用
材
御
伐
出
仕
様
帳
」
（
『
村
誌
』
九
）
・

天
保
四
年
一
○
月
三
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
「
瀧
治
御
用
留
」
、

『
村
誌
』
六
）
・

天
保
五
年
三
月
九
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
「
瀧
治
御
用
留
」
、
『
村

注

、



－

淫
ｆ

■■

－25－

誌
』
六
）
。

（
８
）
天
保
四
年
二
月
八
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
「
瀧
治
御
用
留
」
、

『
村
誌
』
六
）
。

（
９
）
日
雇
は
、
日
用
と
も
記
し
、
運
材
を
担
当
す
る
労
務
者
の
こ
と
で
あ
る
。

（
岨
）
「
瀧
治
御
用
留
」
（
『
村
誌
』
六
）
・

（
ｕ
）
天
保
四
年
一
○
月
二
二
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
「
瀧
治
御
用
留
」
、

『
村
誌
』
六
）
・

（
岨
）
『
早
川
町
誌
』
九
八
○
～
九
八
一
頁
。

（
過
）
『
早
川
町
誌
』
九
八
三
～
九
八
四
頁
。

（
Ｍ
）
貝
塚
和
実
「
秩
父
山
地
に
お
け
る
幕
府
の
山
林
支
配
と
生
業
ｌ
近
世
村
落

共
同
体
の
再
検
討
（
１
）
ｌ
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二

三
号
、
一
九
八
九
年
三
月
）
・
貝
塚
氏
は
論
文
の
中
で
、
筆
者
の
未
発
表
論

文
「
近
世
の
材
木
生
産
に
お
け
る
林
政
・
技
術
・
労
働
力
編
成
」
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
大
瀧
・
中
津
川
御
林
地
域
の
林
業
労
働

力
の
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
右
の
未
発
表
論
文
の
関
係
箇
所
を
手
直
し

し
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
貝
塚
氏
の
分
析
と
重
複
し
て
い
る
箇
所

も
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
断
わ
っ
て
お
く
。
な
お
、
こ
の
地
域
の
林

野
利
用
の
実
態
や
性
格
等
に
つ
い
て
は
、
貝
塚
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
焔
）
嘉
永
三
年
八
月
「
取
極
申
済
口
一
札
之
事
」
（
中
津
川
村
幸
島
家
文
書
）
。

（
略
）
寛
政
三
年
四
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
『
村
誌
』
一
）
。

（
Ⅳ
）
文
久
二
年
八
月
「
為
取
替
申
議
定
書
之
事
」
（
『
村
誌
』
五
）
。

（
肥
）
安
政
七
年
正
月
「
完
渡
申
立
木
証
文
之
事
」
（
『
村
誌
』
五
）
。

（
岨
）
安
永
七
年
七
月
「
日
雇
請
状
之
事
」
（
『
村
誌
』
一
）
・

（
別
）
安
永
九
年
五
月
四
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
『
村
誌
』
一
）
・

（
虹
）
天
保
一
五
年
二
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
『
村
誌
』
一
）
・

（
躯
）
天
保
一
五
年
二
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
『
村
誌
』
一
）
・

（
朋
）
文
化
二
年
「
武
州
秩
父
郡
古
大
瀧
村
鑑
明
細
差
出
帳
」
（
『
村
誌
』
一
）
・

（
別
）
弘
化
三
年
「
元
禄
年
中
よ
り
御
手
山
伐
出
し
御
林
日
記
」
（
『
村
誌
』
四
）
。

（
妬
）
例
え
ば
、
安
政
七
年
三
月
「
御
用
材
御
伐
出
し
御
請
負
寸
間
御
代
永
積
出

上
帳
」
（
『
村
誌
』
九
）
を
み
る
と
、
御
用
材
（
角
材
）
の
規
格
は
長
さ
は
二

～
三
間
、
巾
は
三
寸
～
一
尺
五
寸
で
あ
る
。

（
船
）
宝
暦
二
年
二
月
「
指
上
ヶ
申
一
札
之
事
」
（
中
津
川
村
幸
島
家
文
書
）
・

（
”
）
安
政
七
年
正
月
「
売
渡
申
立
木
証
文
之
事
」
（
『
村
誌
』
五
）
・

（
肥
）
拙
稿
「
近
世
木
曽
林
業
に
お
け
る
採
運
技
術
の
構
成
」
（
『
林
業
経
済
』
四

八
四
号
、
一
九
八
九
年
二
月
）
・

（
羽
）
天
明
八
年
「
武
蔵
国
秩
父
郡
古
大
瀧
村
明
細
村
鑑
指
上
帳
」
（
『
『
村
誌
』

四
）
・

（
別
）
享
保
一
九
年
六
月
「
武
州
秩
父
郡
古
大
瀧
村
高
反
別
郷
差
出
帳
」
（
古
大
瀧

村
山
中
家
文
書
）
・

（
別
）
享
保
一
八
年
三
月
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
」
（
中
津
川
村
幸
島
家
文

聿
日
）
。

（
胡
）
享
保
一
七
年
九
月
「
差
上
ケ
申
一
札
之
事
」
（
中
津
川
村
幸
島
家
文
書
）
・

（
詔
）
文
化
二
年
「
武
州
秩
父
郡
古
大
瀧
村
鑑
明
細
差
出
帳
」
（
司
輿
匿
一
）
・

（
弘
）
寛
政
七
年
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
」
（
『
村
誌
』
一
）
。

’
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「
壱
人
持
」
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
文
化
二
年
六
月
一
日
「
差
上
申

一
札
之
事
」
（
『
村
誌
』
五
）
に
、
「
壱
人
持
者
小
割
物
長
弐
尺
五
寸
ｊ
壱
丈

五
寸
迄
、
巾
五
寸
抄
三
尺
五
寸
迄
、
厚
四
歩
Ｊ
七
寸
迄
」
と
あ
る
。

文
化
二
年
二
月
「
乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候
」
（
『
村
誌
』
四
）
。
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